
 

 

 

 

 

 

 

 次のとおり，協定を締結し，調印式を行いますので，取材いただきますようお願いいたし

ます。 

 

１ 協定の名称及び当事者 

  損害調査結果の提供及び利用に関する協定 

  三井住友海上火災保険株式会社及び呉市 

         

２ 調印式 

 (1) 日 時 令和７年１１月２６日（水） １４時～ 

(2) 場 所 呉市役所４階 市長会議室 

(3) 調印者 広島支店長 戸邊 宏二 

    呉市長 新原 芳明 

 

３ 協定の主な内容 

  本協定は，災害時において，三井住友海上火災保険株式会社が，契約者から情報提供

を受けて行った被害調査に関する情報の内，被災者の同意が得られたものを，罹災証明

の発行などの被災者支援に利用するためにデータ化し，呉市に提供するものです。  

 

４ 協定締結による効果 

本協定に基づき，提供されたデータ等を被害認定調査に活用することで，大規模災害発

生時における罹災証明書の早期発行に貢献いたします。 
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